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申請に対する処分の審査基準・標準処理期間　個票 

都市建設部　建築指導課 

 

 
許認可等の内容 仮設建築物の建築許可

 
根拠法令等及び条項 建築基準法第８５条第６項及び７項

 標

準

処

理

期

間

根拠条項 未設定

 
設定等年月日

平成　　年　　月　　日設定 

平成　　年　　月　　日最終変更

 
標準処理期間 　日

 

審

査

基

準

根拠条項 建築基準法第８５条第６項及び７項

 
参考事項

 
設定等年月日

平成　　年　　月　　日設定 

平成　　年　　月　　日最終変更

 【　基　準　】

 １　特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建

築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、１年以

内の期間（建築物の工事を施工するためのその工事期間中当該従前の建築物に代えて

必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上

必要と認める期間）を定めてその建築を許可することができる。 

 

２　特定行政庁は、国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由によ

り１年を超えて使用する特別の必要がある仮設共興場等について、安全上、防火上及

び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、前項の規

定にかかわらず、当該仮設興行場等の使用上必要と認める期間を定めてその建築を許

可することができる。この場合においては、あらかじめ建築審査会の同意を得なけれ

ばならない。 

 


